
プログラミング能力検定受験規約 

第１条（定義） 

１．「本規約」とは、プログラミング能力検定協会（以下、「協会」）が実施するプログラ

ミングの知識と実装力を測るための資格検定であるプログラミング能力検定の受験規約

を指します。 

２．「会場」とは、協会が設置する会場または協会が会場資格を審査し、検定を実施するこ

とを認めた団体または個人が設置する会場を指します。 

３．「会場責任者」とは、プログラミング能力検定の実施およびその会場の管理に関して責

任を負う団体または個人を指します。 

 

第２条（本規約の適用） 

１. 本規約は、全ての申込者および受験者に適用されます。申込者は、本規約に同意した上

で、申し込みを行うものとし、申込者および受験者は本規約を遵守する義務がありま

す。 

２. プログラミング能力検定をオンライン受験する申込者および受験者は、本規約の特則事

項を定める「プログラミング能力検定受験規約［オンライン受験の特則］」も併せて遵

守する義務があります。 

３. 申込者および受験者には、申込時の本規約の内容が適用されます。 

 

第３条（受験資格・条件） 

１. 過去に受験したレベルにかかわらず、どのレベルでも受験できます。 

２. 協会は、申込者が次に掲げる事由に該当する場合には、申込者によるプログラミング能

力検定の申し込みを承諾した後であっても、承諾を取り消すことがあります。 

(1) 申込者の申込内容に虚偽の内容、誤記または記入漏れがあったとき 

(2) 未成年者その他民法に定める制限行為能力者であり、その申し込みを取り消し得ない 

ものとするための同意・追認・代理権等を得ていないとき 

(3) 本規約に違反したとき 

(4) 申込者が、プログラミング能力検定を利用して協会または第三者の権利を侵害し若し 

くは侵害するおそれのある行為をし、または違法行為をなすおそれがあると協会が 

判断したとき 

(5) 反社会的勢力に属している、または関係があると認められるとき 

(6) 協会その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、合理的範囲を超える負担を要求し、

または脅迫的言辞を用いたとき 

(7) 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、協会の信用を毀損または業務を妨害

したとき 

(8) 申し込みがプログラミングの知識と実装力を測るという検定目的から逸脱している 

と協会が判断したとき。 

 

第４条（申し込み等について） 

１. 受験レベル、各レベルの受験料、検定時間等の検定の概要および受験上の案内や注意事

項等を確認の上、各会場にて定められる方法に従い申し込みを行ってください。 



２. 受験申込の際、会場責任者へ受験者の氏名、生年月日、学年、住所、受験レベル、受験

会場（実地又はオンライン受験）を伝えてください。これらの情報を以て会場責任者が

受験者の代理として協会へ受験の申し込みを行います。会場責任者による協会への申し

込みに関連して発生した問題について、協会は第3項によるものを除き、申し込み内容

の修正、返金などを含む一切の対応を行わず、また責任を負わないものとします。 

３. 原則として同一回の振替受験はできません。受験申込期間内であれば申込者の都合によ

るキャンセルは可能ですが、受験申込期間が終了した後は、理由のいかんを問わず、受

験レベルの変更および受験料の返金はできません。 

 

第５条（検定日時・会場について） 

検定は会場責任者より指定された日時にて受験してください。なお、受験日時の変更は、会

場責任者に問い合わせの上、検定実施期間の範囲内で行ってください。 

 

第６条（受験票について） 

１. 検定を受験するにあたり、受験日に会場にて受験票をお渡しします。 

２. 受験票に記載の受験者情報は試験開始前に必ず確認してください。 

３. 受験票の盗難・紛失・不正使用した場合に生じた一切の損害について、協会は責任を負

わないものとします。 

 

第７条（受験時の持参物） 

１. 検定当日は次のものをご持参ください。 

(1) 身分証明書：マイナンバーカード・学生証・生徒手帳・運転免許証・パスポート・資格

確認書（健康保険証）・社員証など本人を証明する公的な証明書（有効期

限内のもの） ※受験には本人の確認が必須となります 

(2) 上履き（会場責任者より事前に指示されている場合のみ） 

２. 会場では、腕時計（音が出ないもの）を使用することができますが、携帯電話、スマ

ートフォンおよびスマートウォッチなどの情報通信機器を時計として使用することは

できません。 

３. 会場には次に掲げるもの、その他検定の受験上不要と判断されたものについては検定

監督の指示のもとカバンに収納し使用禁止とします。健康上の理由等やむを得ない理

由により使用を希望する場合には、受験開始前に試験監督へ申し出を行い、使用許可

を得た上で使用しなければなりません。 

(1) 携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチ 

(2) モバイル端末 / ウェアラブル端末 

(3) 撮影・録画・録音が可能な電子機器 

(4) ストップウォッチ 

(5) その他音の出る機器 

(6) 参考書・辞書 

(7) 飲み物 

 

第８条（入退場） 

１. 会場には会場責任者の事前の許可なく受験者以外の保護者・付添者は入場できません。 



２. 遅刻等で正規の検定時間が確保できない場合でも、検定時間の延長等の措置は行いませ

ん。 

３. 検定中の途中退場は原則禁止ですが、お手洗いや体調不良等により必要がある場合は、

一時退場・再入場が可能です。一時退場・再入場を希望する場合は試験監督の指示に従

ってください。 

 

第９条（検定環境） 

１. 会場はご要望に沿う温度に調整できないこともありますので、体温管理・調節のできる

服装をご用意ください。 

２. 会場は無音状態にはなりません。 

 

第１０条（試験監督への質問） 

検定問題の内容に関する質問にはお答えできません。 

 

第１１条（検定中の記録について） 

１. 検定における厳正公平な検定実施、評価・採点業務および調査研究のため、検定状況を

記録（録画・録音）することがあります。記録された情報（以下、「記録情報」）は一

定期間保管されます。なお、再委託先を含め業務を遂行するために必要な範囲を超えて

記録情報を使用することはありません。 

２. 前項の記録情報に関連する照会は一切受け付けません。 

 

第１２条（受験時の注意事項および禁止事項） 

１. 検定当日にプログラミング能力検定を受験することができる権利は申込時に登録された

受験者本人にのみ帰属し、第三者による代理受験および受験することができる権利を第

三者に譲渡することは禁止されています。また、検定当日に本人確認ができないとき、

または申し込みの事実が確認できないときは、プログラミング能力検定の受験をお断り

する場合があります。 

２.  会場内での貴重品、現金、手荷物、携帯品の管理は受験者自らが行い、協会および会

場責任者は盗難、紛失その他について一切責任を負いません。 

３. 次の行為に該当する場合またはその他本規約に違反する行為が認められる場合は、注意

喚起を行うことがあります。注意があったにも関わらず改善が見られなかった場合また

は悪質な場合、退場・失格となり、それ以降プログラミング能力検定は受験できず、検

定料は返金しません。また受験者の将来における受験を禁止することがあります。 

(1) 試験監督の指示の不遵守 

(2) 他の受験者に迷惑をかける行為や検定の妨害（年少者の集中力低下等による迷惑行為を

含む） 

(3) 検定中に携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチその他電子機器の使用 

(4) 検定中に携帯電話・スマートフォン・スマートウォッチの着信音・バイブ音等、および

その他持ち込み機器による音の発生 

(5) 会場内での録音・撮影行為、また検定に関して知り得た情報全般について他者への開示 

(6) 不正行為（カンニング行為、他人の代わりに受験、検定中に援助を他人に与えたり他 

人から受けたりすること等） 



 

第１３条（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）その他感染症について） 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）その他感染症（学校保健安全法施行規則（昭和三十

三年文部省令第十八号）第 18 条に定める各種感染症を指す。以下同様）に罹患している場

合、および医師の診断を受けていなくても罹患が疑われる場合（たとえば、37.5 度以上の

発熱や咳などの症状がある場合。以下同様）は、受験を控えてください。新型コロナウイル

ス感染症（COVID-19）その他感染症に罹患している、または罹患が疑われる場合、会場にて

受験をお断りすることがあります。 

協会は、学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）、学校保健安全法施行令（昭和

三十三年政令第百七十四号）および学校保健安全法施行規則（昭和三十三年文部省令第十八

号）に準拠し、検定を実施します。 

なお、本条により受験しなかった場合または受験できなかった場合であっても受験料の返還

等の特別の措置は行いません。 

 

第１４条（成績結果の提供について） 

検定の成績表・合格証書は検定期間最終日の３週間後以降に、会場責任者より配布されま

す。配布の方法は会場によって異なるため、必ず事前に確認してください。 

 

第１５条（問題内容・採点結果異議申し立ての禁止） 

問題内容や採点結果・合否についての異議申し立ては一切受け付けません。 

 

第１６条（再委託） 

協会は、申込者および受験者に対するプログラミング能力検定の提供に必要な業務の全部ま

たは一部を、協会の指定する第三者（以下、「再委託先」）に委託できるものとします。こ

の場合、協会は、従前どおり、協会に課せられている義務を負担するとともに、協会が負う

本規約上の機密保持義務および個人情報の取扱義務と同等の義務を再委託先に負わせ、必要

かつ適切な監督を行うものとします。 

 

第１７条（機密保持） 

１. 申込者および受験者は、プログラミング能力検定の申し込みおよびプログラミング能力

検定受験にあたって協会より開示された、または知り得た営業上または技術上の機密情

報を機密として保持し、プログラミング能力検定の申し込みおよび受験以外に使用せ

ず、第三者に開示・漏えいしてはならないものとします。 

２. 前項の規定は、プログラミング能力検定に関するサービスの利用期間が終了した後も有

効に存続するものとします。 

 

第１８条（免責） 

１. 協会または会場責任者は、台風や大雪等の天変地異や第13条に該当する感染症の流行

等、不測の事態発生時は検定を中止する場合があります。ただし、その場合はプログラ

ミング能力検定ウェブサイトへの掲載または会場責任者からの直接連絡等により受験者

へ通知し、受験料は返金いたします。検定を中止する場合、協会および会場責任者は、

プログラミング能力検定の受験または受験できなかったことにより発生した一切の損害



について、受験料の返金を除き、いかなる責任も負わないものとします。検定の変更、

遅滞、中止等に基づく損害についても同様とします。 

２. 会場における受験者（その保護者等の付添者を含む）間のトラブル等については、協会

および会場責任者は一切責任を負いません。 

 

第１９条（損害賠償） 

申込者および受験者は、プログラミング能力検定受験に際し、協会または第三者に損害を与

えたときは、その損害を賠償するものとします。 

 

第２０条（個人情報の取り扱いについて） 

１. 当検定の申込者および受験者の個人情報は、協会ホームページで公開されている「個人

情報取扱方針（https://programming-ri.com/privacy）」に従い取り扱います。 

２. 当検定の申込者および受験者の個人情報は、法令に基づく場合を除き、以下の【個人情

報の利用目的】に示す項目のために利用し、それ以外の目的に利用する場合はご本人様

の同意を得た上で利用します。なお、下記(2)の統計等資料については、個人が特定で

きない資料とした上で、学会発表、パンフレット等において利用します。 

【個人情報の利用目的】 

(1) 当検定の適正かつ円滑な実施、業務運用、学習指針発行等のサービスの実施 

(2) 協会の事業に関する統計等資料の作成、分析 

(3) 協会が実施する教育事業・サービスに関する情報の申込者および受験者への提供 

(4) 当検定に関するマーケティング活動やアンケート調査 

(5) 問い合わせ・相談への対応 

(6) 当検定に関連する教材等の情報のご案内 

(7) 当検定に関する業務・セミナー等に関する情報提供 

(8) 会場にて提供されるサービス、教材等の情報のご案内 

３. 当検定の申込者または受験者の個人情報は、業務運営に際し、必要最小限の範囲で再委

託先に委託することがあります。 

４. 当検定の申込時の住所・氏名宛に、協会または会場責任者より協会または会場責任者の

サービスやプログラミング能力検定に関する情報の案内などを送付することがありま

す。 

 

第２１条（知的財産権） 

プログラミング能力検定の問題およびプログラミング能力検定の受験に際して受験者に提供

される資料に関する著作権を含む一切の知的財産権は協会または当該権利を有する第三者に

帰属します。受験者は、協会の承諾を得ることなく、プログラミング能力検定の問題や資料

等を複製、改変、使用等を行うことはできません。 

 

第２２条（準拠法） 

本規約は日本法（以下、「法令等」）に基づき解釈されるものとします。 

 

第２３条（管轄） 



本規約に関し生じた一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所（以下、

「裁判所等」）を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第２４条（セキュリティ対策等） 

受験者および協会は、受験者の情報を安全に保護するために必要なセキュリティ対策を実施

する責任を負うものとします。協会は、受験者および協会がそれぞれ実施するセキュリティ

対策の内容を、協会のウェブサイトで掲載するなど、受験者が確認可能な形式で提供しま

す。 

 

第２５条（データの削除） 

１. 検定受験にあたり生成または保管されたデータのうち個人情報および受験データは受験

者および会場責任者の希望に応じて適宜、削除します。ただし、個人を特定されない統

計データに関しては削除しない場合があります。 

２. 協会は、受験者および会場責任者の希望のもと削除されたデータに関して、一切の責任

を負いません。 

３. 受験者および会場責任者の希望により削除されたデータは協会のサーバ上から復元不可

能な形で完全に削除され、協会はいかなる理由があっても削除されたデータを復元しま

せん。 

 

第２６条（本規約の変更） 

１. 協会は、会場責任者の承諾を得ることなく本規程を変更することができ、その場合、検

定の提供条件は変更後の本規程によるものとします。 

２. 前項の変更を行う場合、会場責任者に不利益となる変更については、協会は事前に会場

責任者に対し、変更後の本規程の内容を、電子メールをはじめとする任意の手段でもっ

て通知します。ただし、会場責任者の責によると判断される事由によって、当該の通知

が会場責任者に到達しなかった場合であっても、本規程の変更は有効とします。 

 

附則 

2023 年 12月 18日改定 

2025 年  3月 18日改定 第2条第2項追加等 

プログラミング能力検定協会 



プログラミング能力検定受験規約 

［オンライン受験の特則］ 

 

プログラミング能力検定協会（以下、「協会」）が主催するプログラミング能力検定（以下、

「検定」）のオンライン受験に関する特則事項は次のとおりです。オンライン受験の申込者

および受験者には、「プログラミング能力検定受験規約」のほかに以下の特則も適用されま

す。 

 

第１条（定義） 

１．「本規約」とは、協会が実施するプログラミングの知識と実装力を測るための資格検定

であるプログラミング能力検定のオンライン受験に関する特則事項を定めた規約を指し

ます。 

２．「オンライン受験」とは、受験者の自宅またはこれに準じる場所において行うプログラ

ミング能力検定の受験を指します。 

３．「オンライン受験端末」とは、オンライン受験者が受験に使用する端末を指します。オ

ンライン受験端末は、協会がプログラミング能力検定の受験環境要件として協会ウェブ

サイトに掲載した推奨環境を満たしたパーソナルコンピューター（PC）でなければなり

ません。 

４．「オンライン受験票」とは、協会が通知するオンライン受験に必要なIDやパスワードを

指します。 

 

第２条（適用） 

本規程は、「プログラミング能力検定受験規約」の特則として、オンライン受験に関する特

別な事項を定めるものです。オンライン受験においては、「プログラミング能力検定受験規

約」も併せて適用されます。ただし、オンライン受験に適さない条項については、この限り

ではありません。 

 

第３条（動作確認） 

１．受験者は、オンライン受験端末、接続に必要となる電気通信回線その他のオンライン受

験のために必要な設備（セキュリティ措置を含む）を、自己の責任と費用負担において

設置、運用、維持等しなければなりません。 

２．受験者は、受験前に、次の事項を確認するものとします。 

(1) オンライン受験端末およびネットワークがオンライン受験の要件を満たしていること 

(2) オンライン受験端末およびネットワークが正常に動作すること 

(3) 検定中は指定するブラウザ以外のアプリケーションが自動で起動する設定、各種通知機

能やOSのアップデートなどを自動で実行する設定が行われていないこと 

３．協会は、第１項の設備に関する不具合または受験者が前項の確認を怠ったことによって

発生した検定中及び検定後のトラブルについて、一切責任を負いません。 

 

第４条（本人確認等） 

１．受験者は、オンライン受験端末に備わるカメラに向けて次の本人確認書類を掲示する方

法により、会場責任者または試験監督が行う本人確認手続に協力するものとします。 



［本人確認書類］ 

マイナンバーカード、学生証、生徒手帳、運転免許証、パスポート、資格確認書

（健康保険証）、社員証等の公的な本人書類で有効期限付きのもの。 

２．受験者は、第三者に対して、オンライン受験票の譲渡・貸与・名義変更・売買などを行

うことはできません。 

３．オンライン受験票の盗難・紛失・不正使用・他人による無断使用等が行われた場合であ

っても、これにより生じた一切の損害について、協会は責任を負わないものとします。 

 

第５条（録画データ取得の同意） 

１．オンライン受験者およびその保護者は、協会がオンライン受験の不正行為を防止するこ

とを目的として、オンライン受験システムを使用して受験中の画面を録画すること、当

該録画データが会場責任者から協会に提供されることに同意するものとします。なお、

録画データは、協会が別途定める一定期間の保管の後に削除します。 

２．協会が録画データを確認して不正行為の可能性を認めた場合、協会が直接または会場責

任者を通じてオンライン受験者およびその保護者に確認を求めた場合、オンライン受験

者およびその保護者はこれに協力するものとします。 

３．オンライン受験者およびその保護者は、協会が不正検知システムの開発のためにAIの学

習データ等として使用することについて同意するものとします。 

４．録画データに記録された情報に起因する問題について、協会および会場は、一切責任を

負いません。 

 

第６条（禁止事項） 

次の行為は不正行為とし、受験を直ちに中止させ、失格とします。この場合、検定料は返金

しません。 

(1) 公共場所など第三者が自由に出入りできる場所における受験 

(2) 受験者本人以外の第三者の姿や音声などが録画データに記録される場所における受験 

(3) マルチディスプレイを用いた受験 

(4) 検定に必要となるブラウザ以外のアプリケーションの起動 

(5) 検定に必要となるサイト以外のサイトにブラウザでアクセスする行為 

(6) 検定中の離席（お手洗い、家電の操作、室内灯の調整、来客対応等の理由を問わない） 

(7) 検定中にオンライン受験端末の画面以外を不自然に見るなどの不審な行為 

(8) 検定中にオンライン受験端末に備わるカメラによる撮影、マイクによる録音を妨害する

行為 

(9) 検定中に第三者とコミュニケーションを取る行為（会話、通話等） 

(10) イヤホン等の装着 

(11) 受験者本人であることを認識困難とする行為（サングラスやマスクの着用などにより

目や耳を覆いまたは隠す行為） 

(12) 机上に受験に必要がないものを置く行為 

(13) 会場責任者および試験監督からの指示によることなくオンライン受験端末を操作する

行為 

(14) 受験システムの適正な動作、操作を妨げる行為 

(15) 検定問題や検定の様子の記録行為（録画・録音、メモ、スクリーンショット等） 



(16) 会場責任者または試験監督の指示する方法で画面および音声の共有操作に応じない行

為 

(17) 前各号のほか、検定の運営を妨げる行為、または検定の信頼を毀損する行為 

 

 

第７条（その他） 

１．受験者が試験開始時間から10分以上遅刻した場合、失格となる場合があります。ただし、

受験が認められた場合であっても、正規の検定時間が確保できないことによる検定時間

の延長等の措置は行いません。 

２．受験システムや運用に関する協会に起因する問題もしくは天変地異などによって適切に

オンライン受験をできなかった場合を除き、いかなる場合においても振替受験は行われ

ません。受験者のコンピューター操作に関する技能不足による検定時間の延長または振

替受験等の措置も行われません。 

３．付添人(保護者)は試験監督の指示に従って試験実施前に限り同席することができます。

ただし、試験開始後、または試験監督から離席の指示があった際は、いかなる場合にお

いても付添人(保護者)が受験者に付き添うことはできません。 

 

 

 

2025年3月18日制定 


